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令和３年由仁町議会第３回定例会 第２号

令和３年９月１７日（金）

〇議事日程

１ 会議録署名議員の指名

２ 議案第１３号 教育委員会委員の任命について

３ 決 算 審 査 令和２年度由仁町各会計歳入歳出決算の認定について

特 別 委 員 会

報告第 １号

（認定第１号）

４ 決 算 審 査 令和２年度由仁町水道事業会計決算の認定について

特 別 委 員 会

報告第 ２号

（認定第２号）

５ 意見書案 コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求める

第１号 意見書の提出について

６ 意見書案 日本政府に核兵器禁止条約の参加・調印・批准を求める意見書の提

第２号 出について

７ 意見書案 国土強靱化に資する社会資本整備等に関する意見書の提出について

第３号

８ 意見書案 コロナ禍における農畜産物の消費拡大対策強化及び高温・干ばつに

第４号 よる農作物被害対策を求める意見書の提出について

９ 議会運営委員会の閉会中の審査について

〇出席議員（１０名）

議長１０番 熊 林 和 男 君 副議長 ９番 後 藤 篤 人 君

１番 大 畠 敏 弘 君 ２番 羽 賀 直 文 君

３番 早 坂 寿 博 君 ４番 加 藤 重 夫 君

５番 浮 田 孝 雄 君 ６番 佐 藤 英 司 君

７番 平 中 利 昌 君 ８番 大 竹 登 君

〇欠席議員（０名）
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〇出席説明員

町 長 松 村 諭 君

副 町 長 田 中 利 行 君

教 育 長 田 中 宣 行 君

代 表 監 査 委 員 吉 田 弘 幸 君

総 務 課 長 野 島 健 君

地 域 活 性 課 長 菊 地 和 夫 君

住 民 課 長 中 島 哲 君

産 業 振 興 課 長 納 口 浩 昭 君

保 健 福 祉 課 長 中 道 康 彦 君

建 設 水 道 課 長 岩 花 司 君

会 計 管 理 者 山 影 寿 幸 君

町 立 診 療 所 事 務 長 安 達 智 君

教 育 課 長 泉 陵 平 君

農 業 委 員 会 事 務 局 長 川原田 直 人 君

〇出席事務局職員

局 長 河 合 高 弘 君

主 査 濱 道 義 継 君

主 事 清 水 香葉子 君
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◎開議 午前 ９時３０分

◎開議の宣告

〇議長（熊林和男君） 由仁町議会第３回定例会２日目、ただいまの出席議員は全員出席

です。

よって、本日の会議は成立いたしましたので、これから会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付したとおりです。

◎日程第１ 会議録署名議員の指名

〇議長（熊林和男君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定によって、７番 平中君、８番 大竹君

を指名いたします。

◎日程第２ 議案第１３号

〇議長（熊林和男君） 日程第２、議案第１３号 教育委員会委員の任命についてを議題

といたします。

町長から提案理由の説明を求めます。

町長

〇町長（松村 諭君） 議案第１３号 教育委員会委員の任命について、提案の理由を申

し上げます。

このたびの提案は、現在教育委員会委員として教育行政の振興、充実のため活躍をいた

だいております吉田真由美氏が任期満了によりまして本年１０月２１日をもって退任され

ることとなりました。その後任として、由仁町東三川に在住の水上美紀子氏を任命しよう

とするものであります。

水上氏は、人格が高潔であり、また教育に関して豊かな識見と熱意を有しており、教育

委員会委員として適任であると考えておりますので、新たに任命したくご提案した次第で

あります。

なお、水上氏の任期につきましては、本年１０月２２日から令和７年１０月２１日まで

の４年間であります。

議員各位の満場一致のご同意をいただきますようお願いを申し上げます。

〇議長（熊林和男君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（熊林和男君） 質疑はないものと認めます。

会議規則等運用例第４８条第１項の規定によって、討論を行わず、直ちに採決を行いま

す。

これから採決を行います。
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この採決は、起立によって行います。

議案第１３号 教育委員会委員の任命については、原案に同意することに賛成の諸君の

起立を求めます。

（賛成者起立）

〇議長（熊林和男君） 起立全員であります。

よって、本案はこれに同意することに決定をいたしました。

◎日程第３ 決算審査特別委員会報告第１号及び日程第４ 決算審査特別委員会

報告第２号

〇議長（熊林和男君） お諮りいたします。

日程第３、決算審査特別委員会報告第１号及び日程第４、決算審査特別委員会報告第２

号までの令和２年度由仁町各会計の決算認定については、会議規則第３７条の規定により

一括議題として審議したいと思いますが、これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（熊林和男君） ご異議なしと認めます。

よって、一括議題とすることに決定をいたしました。

日程第３、決算審査特別委員会報告第１号 認定第１号 令和２年度由仁町各会計歳入

歳出決算の認定について、日程第４、決算審査特別委員会報告第２号 認定第２号 令和

２年度由仁町水道事業会計決算の認定についてを一括議題といたします。

本認定につきましては、決算審査特別委員会の審査が終了しておりますので、委員長の

報告を求めます。

羽賀委員長

〇２番（羽賀直文君） 本特別委員会は、令和３年９月１３日開会の第３回定例会におい

て審査を付託されました次の議案について、その審査の全てを終了しましたので、由仁町

議会会議規則第７７条の規定により報告します。

認定第１号 令和２年度由仁町各会計歳入歳出決算の認定について。

認定第２号 令和２年度由仁町水道事業会計決算の認定について。

以上、認定第１号及び認定第２号については、本委員会としては認定すべきと結審し、

本委員会の審査報告とします。

〇議長（熊林和男君） 決算審査特別委員会委員長の報告が終わりましたので、これから

質疑を行います。質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）
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〇議長（熊林和男君） 質疑はないものと認めます。

討論はないものと思いますので、直ちに採決を行いたいと思いますが、ご異議ありませ

んか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（熊林和男君） ご異議なしと認めます。

これから順次採決を行います。

この採決は、起立によって行います。

決算審査特別委員会報告第１号 認定第１号 令和２年度由仁町各会計歳入歳出決算の

認定について、委員長報告は認定するというものです。委員長の報告のとおり認定するこ

とに賛成の諸君の起立を求めます。

（賛成者起立）

〇議長（熊林和男君） 起立全員であります。

よって、本決算については認定することに決定をいたしました。

決算審査特別委員会報告第２号 認定第２号 令和２年度由仁町水道事業会計決算の認

定について、委員長報告は認定するというものです。委員長の報告のとおり認定すること

に賛成の諸君の起立を求めます。

（賛成者起立）

〇議長（熊林和男君） 起立全員であります。

よって、本決算については認定することに決定をいたしました。

◎日程第５ 意見書案第１号

〇議長（熊林和男君） 日程第５、意見書案第１号 コロナ禍による厳しい財政状況に対

処し地方税財源の充実を求める意見書の提出についてを議題といたします。

事務局長に意見書の提出について朗読させます。

〇事務局長（河合高弘君） 意見書案第１号 コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地

方税財源の充実を求める意見書。

地方自治法第９９条の規定により、別紙のとおり意見書を提出する。

令和３年９月１３日提出。提出者、由仁町議会議員、羽賀直文、賛成者、由仁町議会議

員、大竹登。

内容につきましては、別紙のとおりですので、朗読を省略いたします。
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〇議長（熊林和男君） お諮りいたします。

この意見書案第１号につきましては、ただいまの朗読でお分かりのことと思いますので、

会議規則第３９条第２項の規定によって、提案理由の説明及び質疑、討論を省略して、直

ちに採決を行いたいと思いますが、ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（熊林和男君） これから採決を行います。

意見書案第１号 コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求める意

見書の提出については、原案のとおり決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（熊林和男君） ご異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決されました。

◎日程第６ 意見書案第２号

〇議長（熊林和男君） 日程第６、意見書案第２号 日本政府に核兵器禁止条約の参加・

調印・批准を求める意見書の提出についてを議題といたします。

事務局長に意見書の提出について朗読させます。

〇事務局長（河合高弘君） 意見書案第２号 日本政府に核兵器禁止条約の参加・調印・

批准を求める意見書。

地方自治法第９９条の規定により、別紙のとおり意見書を提出する。

令和３年９月１３日提出。提出者、由仁町議会議員、羽賀直文、賛成者、由仁町議会議

員、大竹登。

内容につきましては、別紙のとおりですので、朗読を省略いたします。

〇議長（熊林和男君） お諮りいたします。

この意見書案第２号につきましては、ただいまの朗読でお分かりのことと思いますので、

会議規則第３９条第２項の規定によって、提案理由の説明及び質疑、討論を省略して、直

ちに採決を行いたいと思いますが、これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（熊林和男君） これから採決を行います。

意見書案第２号 日本政府に核兵器禁止条約の参加・調印・批准を求める意見書の提出

については、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
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（「異議なし」の声あり）

〇議長（熊林和男君） ご異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決されました。

◎日程第７ 意見書案第３号

〇議長（熊林和男君） 日程第７、意見書案第３号 国土強靱化に資する社会資本整備等

に関する意見書の提出についてを議題といたします。

事務局長に意見書の提出について朗読させます。

〇事務局長（河合高弘君） 意見書案第３号 国土強靱化に資する社会資本整備等に関す

る意見書。

地方自治法第９９条の規定により、別紙のとおり意見書を提出する。

令和３年９月１３日提出。提出者、由仁町議会議員、大竹登、賛成者、由仁町議会議員、

羽賀直文。

内容につきましては、別紙のとおりですので、朗読を省略いたします。

〇議長（熊林和男君） お諮りいたします。

この意見書案第３号につきましては、ただいまの朗読でお分かりのことと思いますので、

会議規則第３９条第２項の規定によって、提案理由の説明及び質疑、討論を省略して、直

ちに採決を行いたいと思いますが、ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（熊林和男君） これから採決を行います。

意見書案第３号 国土強靱化に資する社会資本整備等に関する意見書の提出については、

原案のとおり決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（熊林和男君） ご異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決されました。

◎日程第８ 意見書案第４号

〇議長（熊林和男君） 日程第８、意見書案第４号 コロナ禍における農畜産物の消費拡

大対策強化及び高温・干ばつによる農作物被害対策を求める意見書の提出についてを議題

といたします。

事務局長に意見書の提出について朗読させます。

〇事務局長（河合高弘君） 意見書案第４号 コロナ禍における農畜産物の消費拡大対策
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強化及び高温・干ばつによる農作物被害対策を求める意見書。

地方自治法第９９条の規定により、別紙のとおり意見書を提出する。

令和３年９月１３日提出。提出者、由仁町議会議員、大竹登、賛成者、由仁町議会議員、

羽賀直文。

内容につきましては、別紙のとおりですので、朗読を省略いたします。

〇議長（熊林和男君） お諮りいたします。

この意見書案第４号につきましては、ただいまの朗読でお分かりのことと思いますので、

会議規則第３９条第２項の規定によって、提案理由の説明及び質疑、討論を省略して、直

ちに採決を行いたいと思いますが、これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（熊林和男君） これから採決を行います。

意見書案第４号 コロナ禍における農畜産物の消費拡大対策強化及び高温・干ばつによ

る農作物被害対策を求める意見書の提出については、原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（熊林和男君） ご異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決されました。

◎日程第９ 議会運営委員会の閉会中の審査について

〇議長（熊林和男君） 日程第９、議会運営委員会の閉会中の審査についてを議題といた

します。

議会運営委員長から、会議規則第７５条の規定によって、お手元に配付したとおり閉会

中の審査の申出がありました。

お諮りいたします。委員長からの申出のとおり閉会中の審査に付することにご異議あり

ませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（熊林和男君） ご異議なしと認めます。

よって、委員長から申出のとおり閉会中の審査に付することに決定をいたしました。

◎閉会の宣告

〇議長（熊林和男君） これで本日の日程は全部終了いたしました。
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令和３年由仁町議会第３回定例会を閉会いたします。

ご苦労さまでした。

◎閉会 午前 ９時４５分
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